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Ⅰ．研究背景
１．特定保健用食品制度とは
　1984年，当時の文部省により“食品機能”という学術用語が定められた。
このことにより，従来の栄養・嗜好感覚の特性に加え，生体防御，体調リ
ズムの調節，精神の昇揚・鎮静などの生体調節作用の特性を加えた３機
能が区分大系化された。機能性食品という新しいコンセプトが誕生し，
その後，1991年に特定保健用食品制度が確立された（滝波，2003; 柄本，
2004）。
　特定保健用食品は医薬品と一般食品との中間的な存在として位置づけら
れた。特定保健用食品を含むいわゆる「健康食品」と呼ばれるものは，法
律上の定義が存在せず，医薬品を除く経口摂取され，健康の維持・増進に
特別に役立つことを謳って販売される，またはそのような効果を期待して
摂取される食品全般を指す。
　いわゆる「健康食品」に含まれる保健機能食品制度とは，特定保健用食
品，栄養機能食品，機能性表示食品の総称で，特定の保健の目的を期待で
きる，つまり健康の維持及び増進に役立つ食品の場合にはその機能や国の
定めた栄養成分については，一定の基準を満たす場合に当該栄養成分の機
能の表示することができる制度である（厚生労働省HP，「いわゆる『健
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康食品』のホームぺージ」）。保健機能食品は，過剰摂取や禁忌による健
康被害を防止するため，注意喚起表示が義務付けられている。特定保健用
食品は，内閣総理大臣が許可した健康表示が可能な食品であり，科学的に
立証された特定の保健機能や生理機能を持ち，安全性が確保されているこ
とが条件とされている。一方，栄養機能食品は，国の定めた規格基準に適
合している場合，栄養成分機能表示・販売が可能で，規格基準型と呼ばれ
る。機能性表示食品は，販売業者が科学的根拠に基づいた機能性を表示し
て販売する食品で，消費者庁に届け出が必要である。一方，健康食品は販
売業者が独自の価値観で「健康食品」として販売しているため，消費者が
本当の価値を判断するのは難しいとされている（厚生労働省HP，「e-ヘル
スネット」）。

図１　いわゆる「健康食品」の位置づけと分類

　特定保健用食品は，「食生活において特定の保健の目的で摂取するも
のに対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示
を行うもの（消費者庁『特定保健用食品制度（疾病リスク低減表示）の概
要』）」である。特定の保健の用途とは，生理学的機能等に影響を与える
関与成分（保健効能成分）が含まれることにより，血圧，血中コレステ
ロールなどを正常に保つことを助けたり，胃腸の調子を整えるのに役立
つ，といった旨を指す。通常，特定保健用食品はその有効性や安全性を消
費者庁が個別に審査し，認可された食品は特定保健用食品のマーク（以
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下，トクホマーク）と特定の保健機能について表示することが許可される
（消費者庁『特定保健用食品制度（疾病リスク低減表示）の概要』; 厚生労
働省HP「e-ヘルスネット」）。
　トクホマークの掲載は，それ自体が政府のお墨付きを得た高水準の保健
機能食品であることを示す（小野，2017）。ヘルスクレームは他の食品に
はない消費者への訴求を可能にし，特定保健用食品市場という新たな市場
の創造に貢献した。このように，特定保健用食品制度は，当該製品を扱う
企業にとって与信効果や革新性の付与といったマーケティング戦略上のメ
リットを生むと考えられる。
　食品の国際基準を決定するコーデックス（FAO/WHO合同国際食品規格
委員会）は，健康強調表示（ヘルスクレーム）を「食品あるいはその食
品の成分と健康（よい健康，あるいは健康〔疾病〕に関連する状態）との
関連を示す全ての表示であり，食品あるいはその食品の成分が，健康に効
果のあることを指示するすべての表示である」としている。また，コー
デックスは健康強調表示には，栄養素機能強調表示（Nutrient Function 

Claims），高度機能強調表示（Enhanced Function Claims）1，疾病リスク低
減表示（Reduction of Disease Risk Claims）の３つの種類があることを示し
ている。
　栄養素機能表示とは，栄養素が成長，発達，および身体の正常な機能に
果たす生理学的な役割を記述する栄養表示のことを指す。
　高度機能強調表示とは，食品またはその成分の摂取に関する特定の有益
な効果についての表示であり，全体の食事の文脈で，身体の正常な機能や
生物学的活動に関するものであり，健康への積極的な貢献や機能の改善，
または健康の変化や維持に関連するものである。
　疾病リスク低減表示とは，全体的な食事の文脈で，食品または食品成分
の摂取と，特定の疾患または健康関連状態の発症リスクの低減との関連を
示す表示である。リスク低減とは，疾患または健康関連状態の主要なリス
ク因子を有意に変化させることを意味する。

1　Codex Committee on Food Labelling, 2013. Guidelines for Use of Nutrition and Health 
Claims (CAC/GL 23-1997). では “other function claims” と表記されており, 厚生労働省
HPにおいて「高度機能強調表示」と訳されている。
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　特定保健用食品では，医学的・栄養学的に疾病リスク低減効果が確立
されている場合，疾病リスクの低減に関する表示をすることができる
（Codex Committee on Food Labelling, 2013）。
　栄養機能表示と高度機能強調表示が健康増進の意味あいが強いのに対し
て，疾病リスク低減表示は予防の観点からの価値訴求である。特定保健用
食品は物財でありながら，医療サービスや健康増進サービスに近しい便益
を消費者に提供する商品であると考えられる。

２．便益遅延性概念の特定保健用食品への適用

　2.1　便益遅延性とは

　サービスの便益としての変化（結果・効果）の様式は，サービス・デリ
バリー・プロセスの開始後の変化の発現時点と終了時点によって規定され
る（藤村，2008）。サービス・デリバリー・プロセスとは，「サービス
の消費動機となった基本的ニーズを充足するためにサービス組織の従業
員，設備機器，および顧客自身が関与し，それぞれが必要な活動を提供し
ながら協働することでサービスが生産・提供され，同時に消費される過程
（p10）」である。
　藤村（2008）は，このサービス・デリバリー・プロセスが終了してから
も，サービスが作用し変化が継続するような様式をもつものを『便益遅延
型サービス』としており，医療サービスや教育サービスを典型的な例とし
て挙げている。
　また，藤村（2013）は，便益の遅延が生じる状況を以下の４つに分類し
ている。

①　ムダの存在
　サービス・デリバリー・プロセスにおける諸活動が状態の変化につなが
るまでに時間がかかる場合
②　低速での変化出現
　サービス・デリバリー・プロセスにおける諸活動は状態変化につながる
が，その変化の現れ方が緩やかであるため，知覚されるまでに長い時間を
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要する場合
③　変化の累積待ち
　サービス・デリバリー・プロセスにおける諸活動は状態変化につながる
が，変化が蓄積され，一定水準量になるまで知覚することが困難である場
合
④　能動的活用の必要性
　サービス・デリバリー・プロセスにおける諸活動は状態変化につながる
が，消費者自身がその状態変化を能動的に活用しなければ，知覚できない
場合

　また，高室（2018）は，便益遅延型サービスにおける論点について，便
益享受の不定性，顧客参加の必要性と困難性，品質あるいは顧客満足評価
の困難性の３点を挙げている。
　便益享受の不定性とは，顧客はサービス・デリバリーを受ける際に，
サービスの便益としての変化を実感できないまま，さらに目的とする便益
が享受できるのかどうかは不明なままに，目的とする便益が “享受できる
はず” である，という期待において消費をすることを指す。
　顧客参加の必要性と困難性とは，モノの消費においては，顧客が便益を
享受するためには，提供者がモノを取り揃えた後，顧客側が必要とされる
活動のすべてを負担しなければならないが，サービスの消費においては，
この負担の一部を提供者側が引き受けてくれ，サービスの提供者は顧客と
の協働において，望む便益としての変化を生み出すことを指す。便益遅延
型サービスでは，顧客がサービスの便益としての結果・効果を知覚しにく
い。そのため，便益を顧客が消費資源を投入する誘因としえず，積極的な
参加を促すモチベーションは形成されにくくなる。加えて，顧客の参加に
は心理的・身体的負担を生じされる場合がある。例えば，継続的な摂取や
適度な運動を求められる場合がこれにあたる。
　最後に，品質あるいは顧客満足評価の困難性とは，便益遅延型サービス
では，サービス・デリバリーが終了した時点では，目的とする便益はまだ
発現しておらず，その時点でサービスに本来求められている便益への評価
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が困難となることを指す。

　2.2　S-Dロジックの観点からみる便益遅延性
　特定保健用食品は，健康維持や疾病予防のために摂取される食品であ
り，その効果が現れるまでには時間的な遅延が生じる。つまり，特定保健
用食品の便益は，摂取後にすぐに現れるわけではなく，時間的な遅延が生
じるため，藤村（2013）の便益遅延が生じる状況の類型における，「変化
の累積待ち」に該当すると考えられる。
　便益遅延性はサービスにおける便益の発現に焦点を当てた概念である。
ただし，先行研究において，便益遅延性を財かサービスかという二元論
的観点から財における発現を否定するものではない（cf. 藤村，2008; 小林
哲，2018; 髙室裕史，2018）。
　Shostack（1977）は，従来の財を中心としてその対比でサービスを論じ
る議論（G-Dロジック）に対して，すべての商品を財とサービスが混合し
たものであるとしてS-Dロジックの考え方を提唱している。小林（2018）
は，Shostack（1977）の議論について，商品がモノ的かサービス的かの判
断を有形的要素と無形的要素の比率に注目しているが，この無形的要素を
「概念としてのサービス」としている。つまり，特定保健用食品のよう
に，健康増進という無形的要素において便益の遅延が生じることは十分考
えうる。特定保健用食品の効果に関する先行研究においても明らかに消費
を開始してから便益の変化が生じる（または完了する）までに相応の期間
を要することが前提とされている（例えば，寺尾，2002; 劉他，2000; 2001; 

徳永，1999; 前川，2011）。
　以上のように，特定保健用食品のもつ無形的要素としての健康維持や健
康増進という便益は，一般的に摂取時点から遅延して生じることが想定さ
れるが，先行研究において特定保健用食品の便益遅延性についての議論は
ほとんどみられない。そこで本稿では，特定保健用食品に対する購買し決
定において便益遅延性がもたらす効果について検証したい。
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Ⅱ．先行研究と仮説
　本稿では，特定保健用食品の提供価値が明らかに摂取後時間的ズレを
もって生じる点に着目し，先行研究においてサービスにのみ焦点を当てら
れてきた便益遅延性が有形的要素の比率が高い特定保健用食品への評価に
どのように影響するのかを明らかにすることを目的とする。
　特定保健用食品は，健康維持や健康増進に寄与する栄養素が含まれてい
るが，その効果が即時に現れず，消費してから便益の変化が生じるまでに
時間的ズレが存在する点は医療や教育と類似している。藤村（2008）は，
便益遅延型サービスの影響について，「デリバリー・プロセスにおいて，
またはその終了後から，長期的に継続あるいは向上していくのに要する時
間が長くなるほど，顧客はサービス組織やその従業員の潜在的な品質形
成能力を正当に評価することが困難になる(pp.12-13)」ことを指摘してい
る。加えて，特定保健用食品は当該食品を摂取し続けたり，あわせて運動
などを継続的に行う必要があるなど，サービスを享受するために消費者の
参加が必要である点も医療や教育と共通している。So（2002）は，医療
サービスの提供者と患者の協働により，患者の自発的な健康行動が促され
ることを指摘しており，また Gorini et al.（2013）は，患者のサービスへの
参加が機能的便益，ひいては顧客満足を高めることに繋がることを明らか
にしている。このように消費者側の参加はサービスへの評価にポジティブ
な影響をもつ一方で，高室（2018）は，特に教育サービスや医療サービス
では，目的とする便益の発現がそのプロセスの終了後に遅れて認識される
ため，提供者側は当座の顧客満足の実現を留保しつつ，将来の便益の実現
を目指す行動が求められ，結果的に，顧客は当座のサービス提供を受ける
意欲を喪失してしまうことがあるとしている。特定保健用食品は物財であ
るがゆえに，サービスの提供者からの協働が得られず，消費者が便益の発
現に向けて必要な負担をすべて負わなければならない点で医療や教育より
も便益遅延によるネガティブな効果が強まることが推測される。
　また，藤村（2015b）は，便益遅延型サービスにおいて，期待成果の実現
可能性の観点から，確実性のあるものと不確実性をはらむものとに分ける
ことができ，医療サービス，教育サービス，健康関連サービスは不確実性
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をはらむサービスであるとしている。さらに藤村・森藤（2015）は，医療
サービスや教育サービスの場合，同じサービスを受けても顧客の特性や参
加程度によって成果の発現の程度も異なるため，成果は確率的であること
を指摘している。特定保健用食品も同様に享受できる便益の程度は不確実
であるが，同制度では疾病リスク低減の表示を認めている。医療サービス
がネガティブな状態を元ある状態に近づけることを便益とし，教育サービ
スは元ある状態からよりよい状態に押し上げることを便益としているのに
対して，特定保健用食品による健康維持・増進は疾病の “予防” という観点
から，元ある状態からネガティブな状態にならないようにすることを便益
としている点でその効果を実感することはより困難である。
　しかし，先行研究においては購買意思決定に対する効果の正負について
は検証されていない。特定保健用食品への購買意思決定に便益遅延性が与
える影響については，プロスペクト理論を適用できよう。プロスペクト理
論では，人は利得が得られる選択肢において，確実に得られる結果に比べ
て確率的に得られる結果を過少評価する傾向にあり，一方で損失を被る選
択肢において，確実に得られる結果に比べて確率的に得られる結果を過剰
評価する傾向にある。このような傾向を確実性効果といい，利得を含む選
択肢ではリスク回避に寄与し，損失を含む選択肢では損失回避に寄与する
ことが指摘されている（Kahneman & Tversky, 2013）。プロスペクト理論
における利得と損失の評価は人々がもつリファレンスポイントを中心にし
て判断される（Kahneman et al., 1991）。加えて，結果が得られるまでの時
間は費用とみなされ，その結果得られる利益と比較されて意思決定が下さ
れる（Wittmann & Paulus, 2008）。
　便益が遅延する程度は消費者にとっては便益の変化が完了するまで求め
られるサービスへの参加であり，費用として認識すると考えられる。ま
た，疾病リスク低減は摂取（および不随する運動や生活態度）を継続する
ことで得られる利得，または行動しないことによる損失として捉えられる
だろう。つまり，人が便益遅延性をより長期に認識するほど，利得/損失に
対して費用を相対的に強く評価するため，購買意思決定へネガティブな効
果が現れることが推察される。また，得られる効果量が高ければ期間とい
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うコストの比重は相対的に弱まるため，便益遅延性による効果は小さくな
ることが考えられる。
　本研究では商品への評価の指標として（１）WTP（Willingness To 

Pay），購買意思決定の指標として（２）購買意思決定に与える影響の２点
を検証する。ここで，WTP とは顧客が製品やサービスに対して “支払って
もよい” と考える最大価格を指し，人が消費または使用体験に割り当てる
価値を貨幣単位で表したものである（Cameron & James, 1987）。本研究で
は，特定保健用食品において，消費者の便益遅延性の認知が（１）その商
品の主観的価値（WTP）を抑制するのか，さらに（２）その商品の購買を
抑制するのか，そして（３）効果量が高まれば便益遅延性の認知が抑制さ
れるのか，という３点を実証的に検証する。

Ⅲ．研究方法
１．調査対象と手続き

　本調査では，特定保健用食品の便益の発現確率による便益遅延性が購買
意思決定に及ぼす影響への媒介効果を検証するため，株式会社楽天インサ
イトのインターネットモニター調査による層別化 RCT（ランダム化比較
試験）を実施した。被験者は，年代・性別の層別にランダムで２群に分け
られ，便益の発現確率が高確率または低確率のいずれかの説明文を読んだ
後，WTP や購買意思の設問に回答した。調査期間は 2022年３月７，８日
で，高確率・低確率の各群に 200 名ずつ割り付けた。各群は，性別・年代
が均等になるように，20 代から 60 代の男女 20 名ずつとした。
　本調査では，脂肪燃焼に効果をもたらすトクホの緑茶をモデルケースと
し，余分な脂肪の増加が健康へ影響する旨を，説明文として提示した。説
明文は以下のとおりである。
　便益の遅延が短期群・長期群，および摂取により得られる効果の高効果
群・低効果群ではそれぞれ【Ｘ】に入る文章が異なる。便益遅延の短期群
には効果が得られるまでの期間を１か月とし，長期群では１年とした。ま
た，得られる効果量については低効果群を５％，高効果群を50％とした。
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説明⽂（便益遅延　短期群/長期群の共通部分）
現在，日本人の約３割が肥満といわれています。【Ｘ】脂肪を減らすに
は，適切な運動習慣と食習慣が大切です。トクホの緑茶には，脂肪の分解
を促進し，糖の吸収を抑える成分が含まれており，脂肪を減らすのを助け
ることができます。 

【Ｘ】に⼊る便益遅延（短期・低効果群）の説明⽂
余分な脂肪が増加することで，糖尿病の発症リスクが上がり，食事および
活動の制限や日常生活に介護が必要になる可能性があります。肥満の人
が，１か月間で適正体重まで体重を減少させると，糖尿病の発症リスクは
５%低下することが報告されています。 

【Ｘ】に⼊る便益遅延（長期・低効果群）の説明⽂
余分な脂肪が増加することで，糖尿病の発症リスクが上がり，食事および
活動の制限や日常生活に介護が必要になる可能性があります。肥満の人
が，１年間で適正体重まで体重を減少させると，糖尿病の発症リスクは５
%低下することが報告されています。
【Ｘ】に⼊る便益遅延（短期・高効果群）の説明⽂
余分な脂肪が増加することで，糖尿病の発症リスクが上がり，食事および
活動の制限や日常生活に介護が必要になる可能性があります。肥満の人
が，１か月間で適正体重まで体重を減少させると，糖尿病の発症リスクは
50%低下することが報告されています。
【Ｘ】に⼊る便益遅延（長期・高効果群）の説明⽂
余分な脂肪が増加することで，糖尿病の発症リスクが上がり，食事およ
び活動の制限や日常生活に介護が必要になる可能性があります。肥満の
人が，１年間で適正体重まで体重を減少させると，糖尿病の発症リスクは
50%低下することが報告されています。

２．尺度

　本調査で用いる尺度としては，（1）個人属性，購買経験，（2）マニ
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ピュレーションチェック，（3）WTP，（4）購買意思決定の４つを用い
た。
　個人属性では，性別，年齢，仕事の有無の回答を求めた。また，トクホ
に対する認知や購買経験，利用頻度を確認した。
　加えて，説明文を通じて，参加者が便益の出現に要する期間の長短お
よび便益の効果量の高低を認識したかどうかを確認するため，マニピュ
レーションチェックを行った。説明文の印象として記載の期間（１ヵ月／
１年）に対して「とても長い（1）」，「中立的（3）」，「とても短い
（5）」を尋ね，同様に特定保健用食品の効果量の高低を認識したかどう
かを確認するために，説明文の印象として記載の効果量（５％／50％）
に対して「とても高い（1）」，「どちらでもない（3）」,「とても低い
（5）」を尋ねた。これらは連続変数として扱った。
　商品への評価の指標としてはWTP（Willingness To Pay）を用いた。先の
説明文を読んだ後に，トクホの緑茶（500ml のペットボトル）をいくらで
購入したいかを質問した。最小値は１円，最大値は 999 円までの入力制限
を設定した。
　また，購買意思決定の指標として，先の説明文を読んだ後に，３項目を
測定した。いずれの項目も７件法（とてもそう思う～まったくそう思わな
い）で回答を得た。第一にトクホへの関心が高まったかどうか，第二にト
クホの緑茶を購入したくなったかどうか，第三に近い将来にトクホの緑茶
を購入すると思うかどうかの３項目である。これらは連続変数として扱っ
た。

３．統計解析

　便益遅延性の短期群・長期群，および低効果群・高効果群に偏りがない
かを検証し，便益の遅延性の短期/長期，特定保健用食品の効果の低/高の意
図が適切に伝わっているかをマニピュレーションチェックの２項目を使っ
てそれぞれ２群間の t 検定を行った。また，２群間の商品評価の指標とし
てWTP，そして購買意思決定の指標として関心，購買意欲，購買意図の差
について t 検定を行い，便益遅延性が商品への評価や購買意思決定に与え
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る影響を検証した。使用した統計ソフトはSPSS（ver.29.0.0），有意水準は
10％とした。

Ⅳ．結果
１．データ概要

　本調査におけるマニピュレーションチェックでは，短期群が長期群に
比べて期間を短く感じており（3.10±0.911 vs. 2.56±0.866，p=0.000），便
益遅延性の操作は適切に識別されていることが示された。また，低効果
群が高効果群について効果を低く感じており（3.15±0.953 vs 2.44±0.976，
p=0.000），効果量の操作も適切に識別されていることが示された。なお，
便益遅延性における効果量別，効果量における期間別にもマニピュレー
ションチェックを行い，同様の結果が得られている（表１・２）。
　本調査のデータの概要は表３の通りである。トクホの認知度は91.8％，
購入経験ありは65.7％と高い結果であり，購入者の６割は月に数回，ある
いは年に数回程度の購入頻度であった。便益の出現に要する期間（長短）
の各郡の属性（年齢，性別，仕事，トクホ認知，購入経験，購入頻度）に
おいて有意な差はみられず，２群間に偏りはなかった。

表１　マニピュレーションチェック（便益遅延性）
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表２　マニピュレーションチェック（効果量）

表３　記述統計
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２．商品評価（WTP）

　調査対象者に説明文を読んだ後，トクホの緑茶をいくらで購入したいか
を確認した。その結果，低効果群においては便益遅延性の短期群と長期群
の間には有意な差は見られなかったが（134.90±49.136 vs 143.24±49.265, 

p=0.232），高効果群において便益遅延性の長期群の方が短期群に比べて有
意に高い結果となった（134.50±46.799 vs 151.36±77.391, p=0.064）。

３．購買意思決定（関心，購買意欲，購買意図）

　調査対象者に説明文を読んだ後，トクホの緑茶に対する購買意思決定と
して３項目（関心，購買意欲，購買意図）に回答を求めた。低効果群にお
いて短期群の方が，長期群よりも３項目すべてにおいて得点が高かった
が，有意差はみられなかった（関心：3.29±1499 vs 3.17±1.379, p=0.405; 購
買意欲；3.54±1.503 vs 3.59±1.505, p=0.740; 購買意図：3.81±1.631 vs 3.84

±1.661, p=0.832）。高効果群においては短期群の方が長期群よりもやや関
心の得点が高く，長期群の方が短期群よりも購買意欲，購買意図の得点は
高かったが，いずれも有意差は見られなかった（関心：3.23±1.620 vs 3.21

±1.379, p=0.405; 購買意欲；3.54±1.503 vs 3.59±1.505, p=0.740; 購買意図：
3.81±1.631 vs 3.84±1.661, p=0.832）。

Ⅴ．考察
　本調査では，先行研究においてサービスを対象に議論されてきた便益遅
延性が特定保健用食品にも影響するのか，また便益遅延性による影響は効
果量により変化するのかを層別化RCTで検証を行った。その結果，効果量
が高い場合は便益遅延性の長短によりWTPに有意な差が見られたが，効果
量が低い場合は２群間に有意な差はみられなかった。一方で，低効果群，
高効果群ともに購買意思決定には有意な差が見られなかった。先行研究で
は、成果の程度が便益遅延性の効果に及ぼす影響は議論されておらず、本
調査において、高成果群と低成果群の便益遅延性がWTPに与える影響に差
異が生じた理由に関しては、今後、さらに考察する必要があると言える。
　また、先行研究に従うならば、便益が遅延するほど商品評価すなわち
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WTPが下がることが予想されたが、本調査では、効果が得られるまでの期
間が短期よりも長期の方が、WTPが高くなった。このような予想に反する
結果が得られた理由として、本調査デザインが影響していると思われる。
　本調査では、まず、脂肪を減らすには、適切な運動習慣と食習慣が必要
であることを指摘し、トクホの緑茶が後者の食習慣の改善に役立つことを
指摘した後、トクホの緑茶に対する商品評価や購買意思決定を、肥満の人
が適正体重まで落ちる期間（便益遅延性の程度）の長短と糖尿病発症リス
クの低減効果により４つのタイプに分けて質問している。したがって、ト
クホの緑茶が、直接糖尿病リスクを限限するわけではなく、トクホの緑
茶が食習慣を改善し、適正体重になることで糖尿病リスクが軽減するとい
う適正体重がトクホの緑茶と糖尿病リスクを媒介する構造になっている。
そして、適正体重になるためには、食習慣の改善のみならず運動習慣の改
善も必要となり、高い効果を得るには、トクホの緑茶を飲用するだけでな
く、運動習慣の改善も強いられるというコストも同時にもたらすことにな
る。
　以上の調査デザインにより、高効果群において、長期の場合は、運動習
慣の改善コストよりもトクホの緑茶による食習慣の改善効果が高く評価さ
れ、短期の場合は、逆に、トクホの緑茶による食習慣の改善効果よりも運
動習慣の改善コストが高く評価されたことで、長期の方がトクホの緑茶に
対するWTPが高くなったと考えられる。プロスペクト理論において人々
が利得と損失を評価する場合，参照点に近いほど、利得よりも損失を重視
する傾向があることが指摘されており（Kahneman & Tversky, 2013），短
期すなわち参照点に近い方が、トクホの緑茶による食習慣の改善効果より
も運動習慣の改善コストが高く評価されたことで、WTPが低く評価された
（買っても無駄）可能性がある。

Ⅵ．本研究の貢献と限界
　本研究による理論的貢献は，特定保健用食品に対する購買意思決定にお
いて，便益遅延性概念を応用し，検証した点である。便益遅延性は，商品
としてのサービスを対象としてサービスの享受と便益の変化の発生，もし
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くは完了との間に時間的ズレが生じる現象を指す。特定保健用食品は財か
サービスかという二元論的観点からみれば財であるが，摂取してから効果
が現れるまでに明らかに時間的ズレが存在する点において，便益遅延性概
念が適用可能であると考えられる。検証の結果、高確率群においてのみで
はあったが、確かに便益遅延性による効果が確認された。先行研究におい
てサービスの便益にのみ焦点があてられてきた便益遅延性概念であるが、
本調査によって特定保健用食品などの財においても適用可能な概念である
ことが明らかとなった。
　また，特定保健用食品の特徴として，リスク低減表示が可能である。プ
ロスペクト理論の観点から，消費者は低減されるリスクと便益遅延の程度
とを天秤にかけて評価を行うことが推測され，便益遅延性と効果量とがど
のように購買意思決定に影響を与えるのかについて検証することは，学問
的，および実務的に意義がある。本研究では，低効果群，高効果群いずれ
においても購買意図に対する便益遅延性の効果に有意性は認められなかっ
た。一方で，高効果群では便益遅延性の短期群，長期群間でWTPに有意
な差がみられたが，低効果群では短期群，長期群間で有意な差がみられな
かった。この結果は，先行研究において焦点を当てられてこなかった，便
益遅延の消費者認知において，結果として得られる効果量による影響を考
慮に入れる重要性を示唆している。
　本研究における課題としては，第一に，インターネット調査による調査
であり，実際の購買時点での意思決定場面での便益遅延性の効果を検証し
たものではないことがあげられる。そして第二に，期間と効果量の設定が
適切ではなかった可能性である。１ヵ月で適正体重にすることや効果量
５％，50％という数値に対してとの被験者が感じる負荷，期待，懐疑心
等が今回の調査で影響している可能性が考えられる。第三に，今回の調査
では特定保健用食品という商品の特性上，リスクが顕在化している被験者
と，潜在的で認知できていない被験者とでは感じ方に差が生じる可能性が
あり，ターゲット選定をより精緻に行うことで異なる結果が得られること
も考えられる。
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